
漁業者・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（１／４）

事業者毎の支援策

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

水産物の一

時保管に要

する費用の

支援

【特定水産物供給平準化事業】

以下の取組について支援。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける水産物

を、漁業者団体等※が買い取り、保管するために

必要な資金を金融機関から借り入れる場合に、金

利相当分に対して助成（無利子化）

※全漁連、全水加工連、県レベルの団体等

②新型コロナウイルス感染症の収束後、保管してい

た水産物を順次放出するまでの期間の調整保管に

要する保管料、入出庫料、加工料、運搬料を助成

○支援対象：漁業者団体等

○補助率：定額、対象経費の2/3

○事業実施主体：（公財）水産物

安定供給推進機構

○水産庁加工流通課

TEL：03-6744-2350

魚価の下落

により収入

減少した漁

業者の経営

支援

【漁業収入安定対策事業】

①収入が減少した漁業者の経営を支えるため、収入

減少を補てん

②漁業者の自己積立金の積立猶予

○支援対象：漁業者

○積立金負担割合

：漁業者と国の積立金の負担割合

は1:3

○事業実施主体

：全国漁業共済組合連合会

○水産庁

漁業保険管理官

TEL：03-6744-2356

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経営維持・再

建に必要な資金の実質無利子化・無担保化等を措置

支援対象：漁業者

融資機関：日本政策金融公庫、漁

協等民間金融機関

水産庁水産経営課

TEL：03-6744-2347

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい

https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3kettei_pr77.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/syotoku_hosyo/attach/pdf/index-1.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/syotoku_hosyo/attach/pdf/index-2.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/index-40.pdf


漁業者・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（２／４）

事業者毎の支援策

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

漁業・水産

加工業者に

おける労働

力の確保を

支援

【水産業労働力確保緊急支援事業】

①人手不足となった漁業・水産加工業の経営体が

作業経験者等を雇用する際の掛り増し賃金、保

険料、宿泊費を支援

②遠洋漁船における外国人船員の継続雇用等に要

する掛り増し経費や、外国人船員を現地におい

て配乗する際の経費を支援

○支援対象

：漁業者、水産加工業者

○補助率

：漁業・水産加工業の経営体が雇用

する際の掛かり増し賃金（上限500円

/時）、

保険料、宿泊費は定額、遠洋漁船の

外国人船員を継続雇用する又は外国

人船員を現地において配乗する際の

掛かり増し経費は1/2

○事業実施主体

：①全国水産加工業協同組合連合会、

②（一社）大日本水産会

○漁業者向け

水産庁企画課

TEL：03-6744-2340

○水産加工業者向け

水産庁加工流通課

TEL：03-6744-2349

○遠洋漁船向け

水産庁国際課

TEL：03-6744-2364

漁場の保全

活動や水産

資源調査の

取組を支援

【資源・漁場保全緊急支援事業】

休漁を余儀なくされている漁業者が行う、漁場

の耕うん・清掃等の漁場保全活動や海洋環境調

査・モニタリング、試験操業による資源の分布情

報や生物サンプルの収集など資源評価や管理手法

の検討に資するものを支援

○支援対象：漁業者団体等

○補助率

：漁船による漁場の耕うん・清掃

（例：６万円/隻・日）、

藻場におけるウニ駆除等

（例：１万円/人・日）、

海水温の観測等の資源調査

（例：６万円/隻・日）

○事業実施主体：民間団体

○水産庁

漁場資源課

TEL:03-6744-2380

栽培養殖課

TEL:03-3502-0895

計画課

TEL:03-3501-3082

紹 介 動 画もっと知りたい

もっと知りたい

公募に関する情報（参考）

https://www.youtube.com/watch?v=v98vZCZ54ME
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei_kaizen8.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3hosei_pr28.pdf
https://www.zensui.jp/news20220701.html


漁業者・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（３／４）

事業者毎の支援策

支援分野 支援の内容等 担当及び問合せ先等

新分野展開
や業態転換
で事業を立
て直したい

【事業再構築補助金】
新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む場合、通常、
補助上限額：最大8,000万円※
補助率：最大2/3※で支援
（※従業員数等により異なる）

特に、引き続き業況が厳しい事業者等を対象に回復・再生応援枠として、補助率を最大3/4に

引き上げ（上限1,500万円）

グリーン分野の取組を行う事業者を対象に、グリーン成長枠として最大1.5億円まで補助

○事業再構築補助金事務局
＜ナビダイヤル＞
0570-012-088

＜IP電話＞
03-4216-4080

（受付時間：日曜祝日を除く

9:00～18:00）

雇用を維持

したい

【雇用調整助成金】

一定の要件を満たす場合、休業手当等の最大10/10を助成（日額最大15,000円）

※雇用保険、労災保険暫定任意適用事業所によって未加入が認められている事業所の場合、厚生

労働省への申請に先立ち、水産庁が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」が必要。

○お近くの都道府県労働局または
ハローワークまで（窓口、郵送、
オンライン）
コールセンター
0120-603-999

（受付時間：毎日9:00～21:00）

もっと知りたい

申請はこちら

もっと知りたい（水産庁HP）

もっと知りたい（厚生労働省HP）

オンライン申請はこちら

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#1
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/vP37Zj9yAGFjNpLi4oac7Q%28%28*/!STANDARD
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/vP37Zj9yAGFjNpLi4oac7Q%28%28*/!STANDARD


支援分野 支援の内容等 担当及び問合せ先等

新型コロナ

ウイルス感

染症に係る

小学校等の

臨時休業等

により仕事

を休まざる

をえない保

護者の皆様

を支援

【小学校休業等対応助成金・支援金】

（小学校休業等対応助成金）

一定の要件を満たす場合、休暇中の賃金相当額×10/10を助成（日額最大15,000

円）

※当該申請に当たっては、雇用保険、労災保険暫定任意適用事業所によって未加入が認められ

ている事業所の場合、厚生労働省への申請に先立ち、農政局等が発行する「農業等個人事業

所に係る証明書」が必要。

（小学校休業等対応支援金）

委託を受けて個人で仕事をする保護者の場合、１日当たり最大7,500円(定額)を

助成

※当該申請に当たっては、「農業等個人事業所に係る証明書」は必要ありません。

○コールセンター
0120-876-187
(受付時間：土日祝日
含む9:00-21:00)

休業期間中

賃金が支払

われない

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】※労働者(被雇用者)向け

中小企業で働く従業員(パート・アルバイト含む)に対して日額最大11,000円を

支給（大企業で働く一部の従業員も対象）。

※雇用保険、労災保険暫定任意適用事業所のうち未加入の事業所に雇用されている場合、厚生労

働省への申請に先立ち、農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」が必要。

○新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金･給付金コールセン
ター
0120-221-276
(受付時間：平日8:30～20:00,
休日8:30～17:15)

漁業者・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（４／４）

事業者毎の支援策

もっと知りたい（水産庁HP）

もっと知りたい（厚生労働省HP）

申請はこちら

申請はこちら（助成金）

もっと知りたい（厚生労働省HP）

休業支援金・給付金の仕組みによる
労働者からの直接申請はこちら

もっと知りたい（厚生労働省HP）

申請はこちら（支援金）

もっと知りたい（水産庁HP）

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#2
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#2
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#3
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#3



